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追加募集（上級・初級行政、上級・初級土木、上級・初級建築） 

 
１ 募集職種及び採用予定人数 ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆  

  

 

２ 受験資格  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ 

（１）年齢要件等 

職 種 試験区分 受験資格 

上級行政 

【社会経験者採用】 

大学卒業 

程度 

昭和61年 4月 2日から平成10年 4月 1日までに生まれた方で、令和7年

11月末現在で5年以上の社会人としての職務経験がある方 

初級行政 

【社会経験者採用】 

高校卒業 

程度 

昭和61年 4月 2日以降に生まれた方で、令和7年 11月末現在で5年以上

の社会人としての職務経験がある方 

上級土木 

【社会経験者採用】 

大学卒業 

程度 

昭和41年 4月 2日から平成10年 4月 1日までに生まれた方で、令和7年

11月末現在で5年以上の社会人としての土木に関する職務経験がある方 

初級土木 

【社会経験者採用】 

高校卒業 

程度 

昭和41年 4月 2日以降に生まれた方で、令和7年 11月末現在で5年以上

の社会人としての土木に関する職務経験がある方 

上級建築 

【社会経験者採用】 

大学卒業 

程度 

昭和41年 4月 2日から平成10年 4月 1日までに生まれた方で、令和7年

11月末現在で5年以上の社会人としての建築に関する職務経験がある方 

初級建築 

【社会経験者採用】 

高校卒業 

程度 

昭和41年 4月 2日以降に生まれた方で、令和7年 11月末現在で5年以上

の社会人としての建築に関する職務経験がある方 

  ※ 上記職種の併願はできません。 

※ 「職務経験」には、民間企業、国・地方自治体、各種団体、自営業等での正社員・正職員としての職務経

験は含まれますが、アルバイト、パートタイム及び契約社員等の職務経験は含まれません。 

（２）住所要件 

   採用後、特別な理由がある場合を除き上山市内に居住できる方 

（３）欠格事項 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 地方公務員法第16条に該当する者 

・  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

募集職種 採用予定人数 

上級行政【社会経験者採用】 
若干名 

初級行政【社会経験者採用】 

上級土木【社会経験者採用】 
若干名 

初級土木【社会経験者採用】 

上級建築【社会経験者採用】 
若干名 

初級建築【社会経験者採用】 

上山市役所は、職員が健康で生き生きと働ける

よう全職員の健康づくりに取り組んでおり、4

年連続で、また自治体としては山形県で唯一「健

康経営優良法人」に認定されています。 
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３ 採用試験  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆  

（１）第1次試験 

  ア 試験日程 

試験日 対象職種 試験種目 試験時間 試験会場 

令和8年 2月 1日（日） 全職種 SPI3 
午前 10時～正午頃 

（開場:午前 9 時 10 分、着席:午前 9 時 40 分） 
上山市役所 

※ SPIとは、Synthetic Personality Inventory の略で、面接では見えにくい受験者の特徴・特色・

能力等を数値等で可視化し、人物理解を深め、職務や組織への適応のしやすさなどを判断する適性検

査です。 

※ 第 1次試験は、上記試験種目のほかに「採用志望書」についても評価します。 

イ 合格者の発表 

2月上旬までに市役所掲示場及び上山市ホームページに合格者の受験番号を発表するほか、合格・不

合格にかかわらず受験者あてに通知します。 

（２）第2次試験 

   詳細は、第1次試験合格者に対して通知しますが、試験の日程・内容等は次のとおりです。 

ア 試験日程  2月中旬予定 

イ 試験内容  集団及び個別面接（表現力、応対力、人柄・性格等をみるための試験） 

ウ 合格者の発表 

2 月下旬までに市役所掲示場及び上山市ホームページに最終合格者の受験番号を発表するほか、合

格・不合格にかかわらず受験者あてに通知します。 

（３）採用の方法 

ア 最終合格者は令和 8年 4月 1日に採用予定ですが、状況によっては令和 8年 4月 2日以後になる場

合があります。 

イ 最終合格者のほかに補欠合格者を決定する場合があります。補欠合格者は補欠合格者名簿に登載さ

れ、欠員等が生じた場合に成績順に採用を決定します。なお、必ず採用になるとは限りません。 

 

４ 受験手続  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆  

（１）受験申込 

ア 受付期間  令和 7年 12月 18日（木）～令和8年 1月 19日（月）（※ 土日祝日を除く。） 

  イ 受付時間  午前 8時 30分～午後5時 15分 

（２）受験に必要な書類 

書類様式は、上山市ホームページ（http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/）からダウンロードし

て使用してください。 

職 種 受験申込書 受験票 採用志望書 

全職種【社会経験者採用】 ○ ○ ○ 

（３）受験申込み及び受験票の交付 

ア 受験申込書（申込前 6 ヶ月以内に撮影した写真貼付）、受験票及び採用志望書に必要事項を記入し、

上山市庶務課（市役所2階）に提出してください。 

なお、郵送して提出する場合は、110円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒（第1種定型：申込書

を受理した後、本人に受験票を送付するための封筒）を同封のうえ、令和8年 1月 19日（月）午後5

時 15分必着で郵送してください。この日時を過ぎたものは、受け付けできません。 

http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
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イ 提出書類は、必ず受験者本人が作成してください。 

ウ 受験申込書を受理後、受験票に検印し、本人に交付します。 

 

５ 採用後の勤務条件等  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ 

初任給は、令和7年 12月 1日現在、上級全職種が大学新卒者で222,900円、初級全職種が高校新卒者で

189,700円ですが、上位の学歴や職歴等がある場合は調整し、一定の基準により加算します。 

また、その他諸手当（期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当ほか）を支給します。 

 

６ 試験結果の開示  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ 

試験の結果については、開示請求することができます。受験者本人が、本人であることを確認できる書

類（受験票及び身分証明書等）を持参し、上山市庶務課に直接お越しの上、申し出てください。 

試験 開示請求できる人 開示する内容 開示期間 

第 1次試験 
不合格者 総合順位 

合格発表の日から1ヶ月間。午前8時 30分～午後

5時 15分（※ 土日祝日を除く。） 第 2次試験 

 

７ そ の 他  ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆○◆ ◆ 

試験当日は、受験票、筆記用具（HB の鉛筆等、消しゴム）を持参してください。 

 

 

 

＜第1次試験会場（上山市役所）案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

上山市消防本部 
至山形 

  上山市保健センター

上山市役所 

至米沢

南小学校 

   国道１３号
三友エンジニア体育文化センター 

（上山市体育文化センター） 

  上山警察署 

※かみのやま温泉駅から 

上山市役所までは 

徒歩20分程度です。 

国道４５８号 

かみのやま温泉駅 

  会場入口 
  駐車場 

【受験申込先・問合せ先】 

上山市庶務課人事係（市役所2階） 

〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1-10  

TEL：023-672-1111（内線214） 

E-mail：jinji@city.kaminoyama.yamagata.jp 

mailto:jinji@city.kaminoyama.yamagata.jp

